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議案第９５号 

   世田谷区手数料条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

    令和５年９月２０日 

    提出者 世田谷区長 保 坂 展 人 

 

（説明） 多機能端末機による証明書等の交付に係る手数料の額の特例措置を定める

とともに、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正に伴い、マンショ

ンの管理に関する計画の変更の認定の申請に係る手数料に関する規定を定め、併せ

て旅館業法の改正に伴い、規定の整備を図る必要があるので、本案を提出する。 
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   世田谷区手数料条例の一部を改正する条例 

 世田谷区手数料条例（平成１２年３月世田谷区条例第３号）の一部を次のように改

正する。 

 附則第１項に見出しとして「（施行期日）」を付する。 

附則第２項に見出しとして「（経過措置）」を付し、附則に次の１項を加える。 

（多機能端末機による証明書等の交付手数料の額に関する特例措置） 

３ 令和６年３月１日から同年４月３０日までの間における第３条第２項の規定の適

用については、同項中「２００円」とあるのは、「１０円」と読み替えるものと

する。 

 別表第１の１２の項中「又は第３条の３」を「、第３条の３又は第３条の４」に改 

め、同表の１２５の９の項の次に次の１項を加える。 

１２５

の１０ 

マンションの管理の適正化の推進 

に関する法律（平成１２年法律第 

１４９号）第５条の７第１項の規 

定に基づくマンションの管理に関 

する計画の変更の認定の申請に対 

する審査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マンション管理計画変 

更認定申請手数料 

 

 

 

 

 

 

 

申請１件につき、１及 

び２に掲げる場合の区 

分に応じ、次に掲げる 

額 

１ ２以外の場合 ⑴ 

 から⑹までに掲げる 

 区分に応じ、次に掲 

げる額を合算した額 

 ⑴ 管理組合の運営 

  の基準に係る事項 

４，８００円 

 ⑵ 管理規約の基準 

  に係る事項 

４，０００円 

 ⑶ 管理組合の経理 

  の基準に係る事項 

４，６００円 

 ⑷ 長期修繕計画の 

  作成、見直し等の 

  基準に係る事項 

９，８００円 

 ⑸ その他の基準に 

  係る事項 

２，９００円 

 ⑹ ⑴から⑸までに 

認定申請 

のとき。 
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  掲げる事項以外の 

  もの 

２，０００円 

２ 変更する長期修繕 

 計画の数が２以上で 

 ある場合 ⑴から⑹ 

 までに掲げる区分に 

応じ、次に掲げる額 

を合算した額 

 ⑴ 管理組合の運営 

  の基準に係る事項 

   １⑴に掲げる額 

に、１を超える当 

該長期修繕計画の 

数に２，６００円 

を乗じて得た額を 

加算した額 

⑵ 管理規約の基準 

に係る事項 １⑵ 

に掲げる額に、１ 

を超える当該長期 

修繕計画の数に２， 

６００円を乗じて 

得た額を加算した 

額 

⑶ 管理組合の経理 

  の基準に係る事項 

   １⑶に掲げる額 

に、１を超える当 

該長期修繕計画の 

数に２，８００円 

を乗じて得た額を 

加算した額 

⑷ 長期修繕計画の 

作成、見直し等の 

基準に係る事項 

１⑷に掲げる額に、 

１を超える当該長 

期修繕計画の数に 

５，２００円を乗 
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じて得た額を加算 

した額 

⑸ その他の基準に 

  係る事項 １⑸に 

掲げる額に、１を 

超える当該長期修 

繕計画の数に１， 

７００円を乗じて 

得た額を加算した 

額 

⑹ ⑴から⑸までに 

  掲げる事項以外の 

  もの １⑹に掲げ 

  る額に、１を超え 

る当該長期修繕計 

画の数に９００円 

を乗じて得た額を 

加算した額 

附 則 

 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行 

する。 

 ⑴ 別表第１の１２５の９の項の次に１項を加える改正規定 令和５年１０月３１

日 

 ⑵ 附則第１項に見出しを付する改正規定及び附則第２項に見出しを付し、附則に

１項を加える改正規定 令和６年３月１日 

 ⑶ 別表第１の１２の項の改正規定 規則で定める日 

 


